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̶主な内容̶
●平成31年大網白里市議会
　第1回定例会市長事務方針
●三世代同居等住宅支援事業補助金
　申請の受付
●４月７日（日）は千葉県議会議員
　一般選挙の投票日
●2019年度狂犬病予防集合注射の
　お知らせ
●５月から朝市・白里遊楽市の
　開始時間が変更になります
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人口と世帯3月1日現在（前月比）　●人口／49,544（－10）　●男／24,407（－4）　●女／25,137（－6）　●世帯数／21,548（＋41）

※問＝問い合わせ先 □申＝申し込み先
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市のキャラクター「マリン」
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№670 2023.2.1

特
　集

所得税
住民税 の申告

2月16日㈭～3月15日㈬（㈯・㈰および祝日を除く）は
申告・相談受付期間
●所得税の確定申告に関する問い合わせ　東金税務署　☎0475(52)3121
●住民税の申告に関する問い合わせ　税務課市民税班　☎0475(70)0321

※市で行う申告相談会場は、中央公民館１階講堂および農村環境改善センターいずみの里です（農村環境改善センターいずみの里に
　ついて、2月20日㈪、2月27日㈪、3月6日㈪～3月10日㈮は申告相談を実施しませんので、ご注意ください）。

あ
な
た
は
所
得
税
や
住
民
税
の

　申
告
を
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？

※

こ
の
図
は
一
例
で
す
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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収
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。
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◇
電
子
申
告
ま
た
は
郵
送
提
出
の

お
願
い

・
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う
方

は
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
行
う
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
方
式
」ま
た
は「
Ｉ
Ｄ
・

パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
」
に
よ
る
ｅ–

Ｔ

ａ
ｘ
申
告
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
住
民
税
申
告
を
行
う
方
は
、
郵

送
で
の
提
出
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
住
民
税
申
告
書
の
必
要

な
方
は
税
務
課
市
民
税
班
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
（
申
告
書
と
返
信

用
封
筒
を
郵
送
し
ま
す
）。

◇
市
の
申
告
相
談
会
場
で
の
対
応

・
会
場
へ
の
入
場
に
は
、
当
日
会

場
で
配
布
す
る
入
場
整
理
券
が
必

要
で
す
。
受
付
時
間
内
で
も
入
場

整
理
券
の
配
布
枚
数
が
上
限
に
達

し
た
場
合
は
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

申
告
書
と
添
付
書
類
を
作
成
済
で
、

提
出
の
み
で
済
む
方
は
「
入
場
整

理
券
」
不
要
で
受
け
付
け
ま
す
。

・
来
庁
の
際
は
マ
ス
ク
着
用
、
手

指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
会

場
へ
入
場
す
る
際
の
検
温
で
37
・

５
度
以
上
の
発
熱
が
あ
る
方
は
、

入
場
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方
は
、

来
場
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

　

給
与
所
得
者
の
う
ち
、
年
末
調

整
に
よ
り
納
税
が
完
了
し
て
い
て
、

次
に
該
当
す
る
方
は
、
確
定
申
告

を
す
る
と
税
金
の
還
付
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
※
年
末
調
整
で
す
で
に

控
除
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
く
。

①
マ
イ
ホ
ー
ム
を
10
年
以
上
の

ロ
ー
ン
で
取
得
し
た
場
合
（
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
）

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場

合
（
医
療
費
控
除
）

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
場
合

（
雑
損
控
除
）

　

公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０

万
円
以
下
で
、
そ
の
年
分
の
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
が
20
万
円
以
下
の
た
め
、
確
定

申
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
方
も
、

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合
は

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
持
っ
て
い
な
い
方
は
通
知
カ
ー
ド

（
氏
名
・
住
所
な
ど
に
変
更
が

無
い
場
合
、
ま
た
は
正
し
く
変

更
手
続
き
が
取
ら
れ
て
い
る
場

合
に
限
る
）
と
運
転
免
許
証
等

顔
写
真
付
身
分
証
明
書

②
給
与
・
年
金
所
得
者
は
源
泉
徴

収
票

③
事
業
（
営
業
・
農
業
）
所
得
お

よ
び
不
動
産
所
得
の
あ
る
方
は
、

作
成
済
み
の
収
支
内
訳
書

④
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

医
療
費
控
除
の
明
細
書

※
領
収
書
の
添
付
で
は
受
け
付
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

⑤
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
・

介
護
保
険
・
任
意
継
続
社
会
保
険

の
支
払
い
の
あ
る
方
は
領
収
書

※
社
会
保
険
料
の
う
ち
「
国
民
年

金
等
」
は
、
日
本
年
金
機
構

や
各
年
金
基
金
発
行
の
控
除

証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

⑥
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な
ど

が
あ
る
方
は
保
険
料
控
除
証
明
書

⑦
寄
附
金
控
除
の
あ
る
方
は
証
明
書

⑧
令
和
４
年
中
に
10
年
以
上
の

ロ
ー
ン
で
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得

し
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

受
け
る
方
は
、
購
入
者
本
人
の
住

民
票
・
登
記
事
項
証
明
書
・
売
買

契
約
書
ま
た
は
請
負
契
約
書
（
写

し
）・
金
融
機
関
の
年
末
残
高
等

証
明
書
、計
算
明
細
書
（
税
務
署
・

市
税
務
課
に
あ
り
ま
す
）
な
ど

⑨
障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合
は

障
害
者
手
帳
な
ど

⑩
金
融
機
関
の
口
座
番
号
の
分
か

る
も
の

①
令
和
４
年
分
の
各
種
所
得
金
額

の
合
計
が
、
配
偶
者
控
除
・
扶
養

控
除
・
基
礎
控
除
・
そ
の
ほ
か
の

所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
次

の
よ
う
な
方

・
商
売
を
し
て
い
る
方
（
商
工

業
・
農
業
・
自
由
業
等
の
事
業
か

ら
生
ず
る
収
入
の
あ
る
方
）

・
土
地
・
建
物
な
ど
の
賃
貸
料
や

権
利
金
等
の
収
入
の
あ
る
方

・
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ
た
方

　

白
色
申
告
を
す
る
方
で
、
事
業

所
得
（
営
業
・
農
業
）
と
不
動
産

所
得
の
あ
る
方
は
、
令
和
４
年
分

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
と

き
、
そ
の
年
の
総
収
入
金
額
や
必

要
経
費
の
内
容
を
記
載
し
た
「
収

支
内
訳
書
」
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
申
告
す
る
際
は
事

前
に
「
収
支
内
訳
書
」
を
作
成
く

だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
書
や
住
民
税
申
告
書

等
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

の
記
載
が
必
要
で
す
。
提
出
の
際

に
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た

は
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

②
給
与
収
入
が
あ
る
次
の
方

・
給
与
の
収
入
金
額
が
２
，０
０

０
万
円
を
超
え
る
方

・
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を

超
え
る
方

・
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
方

③
令
和
４
年
の
途
中
で
退
職
し
た

後
、
就
職
を
せ
ず
、
年
末
調
整
を

受
け
な
か
っ
た
方

5

感
染
症
防
止
対
策

還
付
申
告
を
す
る
方

申
告
に
必
要
な
も
の

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
方

白
色
申
告
の
方
も
収
支
内
訳

書
の
添
付
を

申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
必
要
で
す




